
青森公立大学地域連携センター受託研究取扱規程 

平成２１年４月１日 

規程第３１号 

 

改正 平成２２年 ３月規程第 １０号 

改正 平成３０年 ３月規程第 １２号 

改正 令和 元年 ７月規程第 ２９号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、青森公立大学地域連携センター規程（平成２３年規程６号）第３

条第１号の規定に基づき、青森公立大学地域連携センター（以下「センター」という。）

における受託研究の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 受託研究とは、センターが外部からの委託を受けて行う研究で、必要な経費を

委託者が負担するものをいう。 

（受入れの基準） 

第３条 受託研究は、センターの調査研究上有意義であり、かつ、本来の調査研究に支

障を及ぼさないものでなければならない。 

（受入れの決定） 

第４条 受託研究の受入れは、センター長と協議し学長が決定するものとする。 

（受入れの条件） 

第５条 受託研究の受入れに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。 

 (1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。 

 (2) 受託研究に要する経費により取得した設備等は、返還しない。ただし、委託者が、

受託研究結果を使用するに当たり、当該設備を必要とすると学長が認めた場合は、

この限りでない。 

 (3) 受託研究に要する経費は、返還しない。ただし、本学の責に帰すべき事由により

研究を進めることが出来ない場合は、その一部又は全部を払戻すことがある。 

 (4) 受託研究の実施に起因して、第三者に損害が生じ、かつ、本学に賠償責任が生じ

たときは、その損害がセンター職員の故意又は重大な過失による場合を除き、その

損害については、委託者が負担する。 

（委託の申込み） 

第６条 受託研究の申込みをしようとするものは、学長に対し、受託研究委託申込書（様

式第１号）に研究費算定内訳書（様式第２号）を添えて提出しなければならない。た

だし、受託研究を行うに当たり、学長が必要と認めた場合は、研究費算定内訳書の合

計の金額の範囲内で、事項及び金額を変更できるものとする。 

（契約の締結） 



第７条 学長は、受託研究の受入れを決定したときは、速やかに理事長に報告するとと

もに、受託研究契約書（様式第３号）により、委託者との間で契約を締結するものと

する。 

（経費の納付等） 

第８条 委託者は、前条の契約の締結後、指定期間内に受託研究に要する経費を納付し

なければならない。 

２ 受託研究に要する経費の納付に当たっては、理事長が特に必要と認める場合は、２

回までの分割納付を認めるものとする。 

（研究の完了・取消及び中止報告） 

第９条 学長は、当該受託研究が完了し、若しくは受託研究の一部又は全部を取り消し、

又は中止したときは、受託研究完了（取消・中止）通知書（様式第４号）により委託

者に通知するとともに、理事長に報告するものとする。 

（委任） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いについて必要な事項は、学

長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２２年規程第１０号） 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成３０年規程第１２号） 

 （施行期日） 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令和元年規程第２９号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和元年７月１２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際現に存するこの規程の改正前のそれぞれの規程に定める様式に

よる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

 

受託研究委託申込書 

 

                               年  月  日 

 

 青森公立大学 

 学長       様 

 

 

住所   

 

氏名              印 

 

 

青森公立大学地域連携センター受託研究取扱規程により、下記のとおり受託研究を委

託したいので申し込みます。 

 

 

記 

 

  １ 研究題目           

 

 

 

  ２ 研究目的及び内容   

 

 

 

  ３ 研究委託費                           円 

 

 

  ４ 完成希望期限                     年  月  日 



様式第２号（第６条関係） 

 

 

研究費算定内訳書 

 

  研究題目     

 

  研究委託費             円 

 

  内訳                                                           （単位：円） 
 

事    項 金    額 算  定  根  拠 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第３号（第７条関係） 

 

受託研究契約書 

 

 受託者 公立大学法人青森公立大学（以下「甲」という。）は、委託者（以下「乙」

という。）との間に、次のとおり受託研究契約を締結する。 

 

（受託事項） 

第１条 甲は、次の受託研究を乙の委託により、実施するものとする。 

 (1) 研究題目   

 (2) 研究の目的及び内容   

 (3) 研究期間        年  月  日から 

     年  月  日まで 

（委託料） 

第２条 前条の受託研究に要する経費は          円とする。 

（委託料の支払方法） 

第３条 乙は、この契約締結後、甲所定の納入通知書により指定の期日まで納入しなけ

ればならない。 

（報告及び精算） 

第４条 甲は、受託研究の完了後速やかにその結果を乙に報告するものとし、受託研究

に要した経費は返還しないものとする。ただし、本学の責に帰すべき事由により研究

を進めることが出来ない場合は、その一部又は全部を払戻すものとする。 

（損害賠償） 

第５条 この契約の履行に当たり、第三者に損害が発生し、かつ、本学に賠償責任が生

じた場合は、その損害については、乙が負担するものとする。ただし、その損害がセ

ンターの職員の故意又は重大な過失による場合を除く。 

（研究の中止） 

第６条 甲は、天災地変その他やむを得ない事由により研究の遂行が困難になった場合

は、甲乙協議の上、書面により契約の解除又は一部変更を行うものとする。 

２ 甲は、前項の規定による場合を除き、研究の内容、委託料の額、又は期限を変更し

ようとする場合は、甲乙協議の上、書面により契約の変更を行うものとする。 

（公表の制限） 

第７条 乙は、受託研究の成果及び研究方法を公表及び使用する場合は、事前に甲と協

議しなければならない。 

（協議） 

第８条 この契約に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、別に定め

る。 

 

  上記契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自そ

の１通を保有するものとする。 

 

       年  月  日 

                              甲 青森市大字合子沢字山崎１５３－４ 

                      公立大学法人青森公立大学 理事長 

                    乙     



様式第４号（第９条関係） 

 

   年 月 日 

 

 

受託研究完了（取消・中止）通知書 

 

 

 委託者 

         様 

 

 

                    青森公立大学 

                    学 長 

 

 

 

 青森公立大学地域連携センター受託研究取扱規程の定めるところにより、下記のとお

り受託研究を完了（取消・中止）したので通知します。 

 

 

 

記 

 

 

１ 研究題目 

 

 

２ 研究目的及び内容 

 


